
 

3  

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
提
出 

質

問

第

三

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

質
問
主
意
書 

関
西
電
力
の
原
子
力
発
電
所
の
取
付
金
具
脱
落
事
故
と
運
転
停
止
指
示
及
び
告
発
事
件
に
関
す
る 

六
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 
三 

郎 

殿 

提 

出 

者 
 

坂 

上 

富 

男 

 

一 

 



 

関
西
電
力
は
次
の
原
子
力
発
電
所
（
以
下
「
原
発
」
と
称
す
。
）
に
定
期
点
検
短
縮
の
目
的
で
勝
手
に
設
計
変
更
し 

 

て
蒸
気
発
生
器
内
に
金
具
を
取
付
。 

昭
和
六
十
二
年
七
月
高
浜
一
号
で
金
具
脱
落
事
故
発
生
。
通
産
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
「
モ
ニ
タ
ー
で
チ
ェ
ッ 

 
 

ク
せ
よ
」
と
指
示
し
た
の
み
で
運
転
継
続
を
さ
せ
。
九
月
二
日
、
福
井
県
民
会
議
は
無
許
可
無
審
査
に
よ
る
「
金
具 

 
 

 
④ 

大
浜
二
号 

一
一
七
・
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

③ 

美
浜
三
号 

八
二
・
六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

② 

高
浜
一
号 

八
二
・
六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

① 

大
飯
一
号 

一
一
七
・
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

質
問
主
意
書 

関
西
電
力
の
原
子
力
発
電
所
の
取
付
金
具
脱
落
事
故
と
運
転
停
止
指
示
及
び
告
発
事
件
に
関
す
る 

三 

 



 

の
取
付
」
は
電
気
事
業
法
・
原
子
炉
規
制
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
告
発
。
通
産
省
は
金
具
取
付
は
「
軽
微
な
変
更
」 

 
 

で
あ
る
と
し
て
告
発
を
無
視
。
十
二
月
十
七
日
朝
、
大
飯
一
号
の
四
基
の
蒸
気
発
生
器
の
内
一
基
の
ノ
イ
ズ
モ
ニ 

 
 

タ
ー
に
異
常
音
発
生
。
十
八
日
、
原
発
運
転
停
止
。
二
十
二
日
、
入
室
調
査
で
金
具
の
摩
耗
、
損
傷
を
確
認
。
二 

 
 

 
 

十
三
日
、
福
井
県
は
安
全
協
定
に
基
づ
き
関
西
電
力
に
原
発
停
止
を
要
請
。
関
西
電
力
は
、
昭
和
六
十
三
年
一
月 

 
 

八
日
定
期
点
検
し
金
具
を
取
り
は
ず
す
と
回
答
し
、
こ
れ
を
軽
視
。
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
も
黙
殺
。
十
二
月
二 

 
 

 

十
四
日
、
原
子
力
委
員
会
は
「
二
回
に
わ
た
る
重
大
事
故
で
あ
る
た
め
速
や
か
に
停
止
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
協 

 

議
決
定
。
二
十
五
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
大
飯
二
号
、
美
浜
三
号
に
停
止
命
令
。 

一 

関
西
電
力
原
発
の
金
具
取
付
、
事
故
対
応
、
運
転
停
止
、
金
具
撤
去
に
至
る
経
過
。 

以
上
は
、
新
聞
報
道
を
通
じ
て
の
一
連
の
経
過
で
あ
る
が
、
金
具
脱
落
事
故
の
政
府
の
対
応
は
誠
に
甘
く
、
ち 

 
 

ぐ
は
ぐ
で
あ
つ
て
、
原
発
の
危
険
性
と
原
発
行
政
に
多
大
な
不
安
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

四 

 



 

 

五 

二 
通
産
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
金
具
取
付
、
事
故
対
応
に
誤
り
が
な
か
つ
た
か
。 

三 

何
故
勝
手
に
金
具
取
付
工
事
が
行
わ
れ
た
の
か
。
工
事
目
的
と
内
容
及
び
今
後
の
対
策
を
明
確
に
さ
れ
た 

 
 

い
。 

四 

金
具
取
付
は
勝
手
に
関
西
電
力
が
設
計
変
更
し
た
工
事
で
、
正
式
の
審
査
を
受
け
て
い
な
い
違
法
が
あ
る
に 

 

も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
微
な
変
更
と
し
て
こ
れ
を
許
容
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
い
ま
さ
ら 

 
 

原
発
の
運
転
停
止
を
命
ず
る
の
も
お
か
し
い
。
金
具
取
付
は
法
違
反
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

五 

右
事
故
に
つ
い
て
の
告
発
に
よ
る
捜
査
状
況
と
捜
査
完
了
の
時
期
に
つ
い
て
。 

六 

他
の
電
力
会
社
に
も
金
具
取
付
の
工
事
は
な
い
か
。 

七 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
が
言
う
金
具
取
付
以
外
の
「
軽
微
な
変
更
」
工
事
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
と
内
容
を
電
力 

 

会
社
別
、
原
発
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


